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令和８年１月１６日  

 

相模原都市計画道路相模台双葉線取得済用地（北側）入札占用指針 

 

１ 概要 

（１）入札対象施設等 

道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第３２条第１項第１号に掲げ

るその他これらに類する工作物 自動車駐車場 

（２）道路の占用の場所 

ア 所在地   相模原市南区相模台１丁目４０２６番８ほか３筆 の一部 

イ 占用面積  １５３．６９㎡ （資料１参照） 

（３）道路の占用の開始の予定時期 

令和８年５月１５日（金） 

（４）道路の機能又は道路交通環境の維持を図るために入札対象施設等の設置に伴い求める措置 

ア 近隣住民等に対し、騒音、臭気及び排気ガス対策等の配慮をすること。また、近隣住民等

から占用者に、占用にかかる意見や要望があった場合は、必要に応じ道路管理者並びに交

通管理者等と協議を行った上で、真摯に対応すること。 

イ 周辺の道路交通環境の維持のため、必要に応じ道路管理者並びに交通管理者等と協議を行

った上で、安全対策を講じること。 

ウ ガス、通信、電気、水道、下水道等の埋設物及び工作物の確認については、占用者がそれ

ぞれの管理者に対して行うこと。埋設物及び工作物がある場合は、各管理者及び道路管理

者と協議し、必要な対策を講じること。 

エ 占用の場所における法第２条に掲げる「道路」及び「道路の附属物」（以下「道路構造

物」という。）の点検（月１回以上）、維持修繕、清掃（月１回以上）、除草（年２回以

上）等を行い、良好な状態に保つよう管理すること。 

オ 道路管理者等が行う、道路構造物等の災害対応等において、占用物件が支障となる場合

は、道路管理者等の指示に基づき、速やかに移動等を行い、一時的に占用の場所を空ける

こと。占用の場所を空けた期間に係る占用料の取扱いについては、道路管理者と占用者で

協議することとする。また、占用の場所を空けることができず、道路管理者等が移動等の

対応を行った場合は、発生した費用等の補償について、占用者が負担すること。 

カ ガス、通信、電気等の各管理者が行う災害対応等において、各管理者から一時的に占用の

場所を空けるよう要請があった場合については、各管理者と協議し、真摯に対応するこ

と。 

キ 占用物件を整備する際、道路構造物の撤去、改築等が必要となる場合は、道路管理者と協

議し、必要な手続を行った上で実施すること。 

ク 占用又は占用に関する工事により、道路構造物に損傷等を与えた場合は、速やかに道路管

理者に届出を行い、道路管理者の指示に従い、占用者の負担で復旧すること。また、第三

者に損害を与えたときは、その損害の賠償をすること。 
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ケ 占用の期間の満了時には、全ての占用物件を占用者の負担で撤去し、道路管理者の指示に

従い、道路構造物を復旧すること。あわせて、必要な手続を行った上で撤去、改築等を行

った道路構造物についても、占用者の負担で復旧すること。なお、復旧方法の詳細につい

ては復旧時に道路管理者と協議すること。 

コ 交通管理者等からの指導等の理由から、やむを得ず占用の場所の外に物件を設置する必要

が生じた場合は、道路管理者と協議し、別途占用許可の申請を行うこと。占用料は、相模

原市道路占用料徴収条例に基づき徴収する。 

サ 占用者は、占用の期間中、占用の場所が本市所有の土地であること、道路予定地を有効活

用していること等を記載した看板等（資料２参照）を歩行者等から見える場所（市が指示

する場合があります）に掲示すること。 

シ その他、必要に応じて関係機関等と協議を行うこと。 

（５）認定の有効期間 

令和１４年３月３１日（水）まで 

（６）占用料の額の最低額 

３,４８０円（１㎡当たり/年） 

 

２ 占用入札参加資格 

（１）入札占用計画が、入札占用指針に照らし適切なものであること。 

（２）入札対象施設等のための道路の占用が、法第３３条第１項の政令で定める基準に適合するも

のであること。 

（３）入札対象施設等のための道路の占用が、道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかな

ものでないこと。 

（４）入札占用計画の提出者（提出者が法人である場合は役員その他経営に実施的に関与している

者を含む。）が次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 

ア 道路占用許可の手続を履行する能力を有しないと市長が認めるとき。 

イ 道路の占用についての占用料を納める能力を有しないと市長が認めるとき。 

ウ 法第７１条第１項の規定に基づく監督処分を受けて是正がなされていないとき。 

エ 法第７３条第１項の規定に基づく督促状により督促をしているとき。 

オ 暴力団（相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員等（相模原市暴力団排除条例第２条第４号に規

定する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団経営支配法人等（相模原市暴力団排除条例第

２条第５号で規定する暴力団経営支配法人等をいう。以下同じ。）又は暴力団員等と密接な

関係を有すると認められるものであるとき。 

カ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県条例」という。）

第２３条第１項に違反していると認められるとき。 

キ 県条例第２３条第２項に違反していると認められるとき。 

ク その者に道路を占用させることが、公序良俗に反し、社会通念上不適当であると市長が認

めるとき。 
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なお、道路の占用に当たって道路交通法第７７条第１項の規定による道路使用許可が必要

になる場合は、提出された入札占用計画を基に、施設の配置計画や工事施工の際の道路の規

制方法等について、市において相模原南警察署と協議を行います。相模原南警察署への事前

相談、お問い合わせはおやめください。 

※１（１）入札対象施設（自動車駐車場）に係る占用者について、月極駐車場を運営する場合に

は、占用者と月極駐車場利用者が契約を行うに当たり、月極駐車場利用者が上記（４）オ～キ

に該当しないことを事前に確認することが必要です。 

 

３ 入札占用指針の説明会の開催 

入札占用指針の記載事項の詳細について、説明会を開催いたします。 

参加を希望される方は、「入札占用指針説明会参加申込書（第１号様式）」に必要事項を記載 

し、メール又はＦＡＸにて、期日までに次の申込先へお申し込みください。 

【日  時】令和８年１月２１日（水）１４時３０分から１５時３０分まで 

【場  所】相模原市役所本館６階 第４会議室（相模原市中央区中央２－１１－１５） 

【申込期限】令和８年１月２０日（火）１５時まで【必着】 

【申 込 先】〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 総務班 

メール：doro-seibi＠city.sagamihara.kanagawa.jp 

ＦＡＸ：０４２－７６９－５８２２ 

※資料１のとおり、占用の場所は全体が目視可能であるため、現地案内は行いません。なお、占

用の場所は単管柵等で囲んだ状態となっており、立ち入ることはできません。 

 

４ 入札占用指針に関する質問等 

入札占用指針の内容について質問がある場合には、「入札占用指針に関する質問書（第２号様

式）」にて質問を受け付けます。必要事項を記載し、メール又はＦＡＸにて、期日までに次の提

出先へ送付してください。質問書に対する回答は、随時ホームページに掲載し、閲覧に供するこ

ととします。 

なお、入札の公平性を確保するため、提出された入札占用計画についての個別の質問等につい 

て回答はしかねますので、御了承ください。 

【閲覧場所】相模原市ホームページ 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/1004480/1026749/1026370/index.html 

【提出期限】令和８年４月３日（金）１７時まで【必着】 

【閲覧期限】令和８年４月１３日（月）まで 

 

【提 出 先】〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 総務班 

メール：doro-seibi＠city.sagamihara.kanagawa.jp 

ＦＡＸ：０４２－７６９－５８２２ 
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５ 入札占用計画の作成等 

（１）入札占用計画の作成要領 

第３～８号様式（Ａ４判）により、作成してください。提出された入札占用計画を審査し、

入札対象施設等のための道路の占用の許可を行うことの可否を判断します。 

なお、提出された入札占用計画に形式上の不備や要件の不足等がある場合には、内容の追

加、修正を求めることがあります。また、入札占用指針において示した事項以外の内容を含む

入札占用計画については、無効とすることがあります。 

ア 第３～８号様式 

様式 留意事項 

入札占用計画 

（第３号様式） 

①「占用計画期間」の欄には、入札占用指針に定められた認定の有

効期間内において、占用を希望する期間を記載願います。 

②「占用の期間」の欄には、①の期間に合わせて占用の開始の時

期、占用の終了の時期を記載するとともに、５年ごとに占用許可

の更新手続が必要となることから、それぞれの更新の時期を記載

願います。 

③「添付書類」の欄には、当様式により添付する図面・工程表及び

５（１）イにより添付する書類を記載願います。 

入札対象施設等の設

置に伴い必要となる

清掃その他の措置 

（第４号様式） 

①施設等の管理、安全対策等の実施体制、方法等を記載願います。 

②日常的な道路の点検、占用の場所内の清掃等について、実施体

制、方法等を記載願います。 

※その他、道路の管理に資する取組があれば併せて記載願います。 

法人概要（第５号様

式）及び役員等氏名

一覧表 

（第６号様式） 

事業の内容、役員の氏名等を記載願います。 

なお、個人の場合は、第６号様式に、氏名、生年月日等を記載願い

ます（第５号様式は不要です。）。 

災害等非常時におけ

る連絡体制 

（様式７） 

占用者（代表者、現場管理者、施設管理者等）及び工事請負事業者

（工事責任者、現場監督者等）から道路整備課への連絡体制図を記

載願います。 

暴力団排除等に関す

る誓約書（様式８） 

記載事項を確認の上、氏名等を記載願います。 

 

イ 添付書類 

提出書類 留意事項 

商業登記簿謄本（履

歴事項全部証明書） 

発行後３か月以内のもの 

※ なお、商業登記をしていない場合は、申請者の住民票の写し

（本籍・続柄不要）で発行後３か月以内のもの 
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納税関係証明書 ①法人税又は所得税１部（未納の税額がないことを証明できるも

の） 

②前年度の法人（個人）事業税納税証明書（原本） 

③未納の税額がない証明書１部（原本）（相模原市分を直近１年度

分） 

※ ①,③についてはどちらか１つを提出してください。 

※ 必要に応じ、上記以外の資料の提出を求めることがあります。 

（２）入札占用計画の提出方法 

提出期間内に上記入札占用計画一式を用意し、「簡易書留」又は「一般書留」郵便で御送付

ください。 

【提出期限】令和８年２月１６日（月）まで【必着】 

※ 期限までに以下の提出先に到達しなかった場合には、いかなる理由をもって

も受理しません。 

【提 出 先】〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 総務班 

電話 ０４２－７６９－８３６０ 

（３）入札参加資格の確認通知 

提出された入札占用計画に基づき、占用入札参加資格の有無を確認し、文書をもって、令和

８年３月２７日（金）を目途に、市長から通知します。 

なお、占用入札参加資格要件を満たしていない方に対しては、理由を付して通知します。入

札参加資格がないと通知された方は、占用入札参加要件を満たさない理由について、説明を求

めることができます。この説明を求める場合は、「占用入札参加資格確認通知に関する質問書

（第９号様式）」に必要事項を記載の上、メールまたはＦＡＸで提出してください。 

【提 出 先】〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 総務班 

メール：doro-seibi＠city.sagamihara.kanagawa.jp 

ＦＡＸ：０４２－７６９－５８２２ 

【提出期限】令和８年３月３１日（火）【必着】 

 

６ 入札の実施 

（１）入札書の提出 

本入札は、入札書の提出を郵送で実施します。占用入札参加資格があることの確認を受けた

入札参加者は、入札占用指針を熟覧の上、以下のとおり「入札書（第１０号様式）」及び占用

入札参加資格の確認通知の写しを提出してください。 

なお、以下の提出期間中に入札書を提出しない方は、本入札に参加することができません。 

ア 提出期限 

令和８年４月１０日（金）まで【必着】 
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イ 提出先 

〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 総務班 

電話 ０４２－７６９－８３６０ 

ウ 提出方法 

① 入札書は、「簡易書留」又は「一般書留」郵便にて送付してください。 

② 入札書は、二重封筒とし、入札書のみを中封筒に入れ密封の上、中封筒には入札占用指 

針件名、会社名、担当者名等を記入し、外封筒には占用入札参加資格の確認通知の写しを 

入れ、「相模原都市計画道路相模台双葉線取得済用地（北側）入札占用指針」「入札書在 

中」と朱書きし、送付してください。 

③ 郵送した日に、道路整備課（doro-seibi＠city.sagamihara.kanagawa.jp）まで必ずメ

ールしてください。メール件名は「入札書類の発送連絡」とし、本文に「入札占用指針件

名」「提出者名」「書留お問い合わせ番号（書留引受番号）」を必ず記載してください。 

（２）入札に当たっての注意事項 

ア 入札書の「くじ番号」欄には、「０００～９９９」までの任意の数字を記入し、「日付」は

開札日を記入してください。 

イ 入札書の住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者が記載してください。 

ウ 入札済みの入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き換え又は撤回することが

できません。 

エ 持参、ＦＡＸ、電話その他の方法による入札は認めません。 

（３）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

ア 占用入札参加資格のない者のした入札 

イ 入札占用計画に虚偽の記載をした者のした入札 

ウ 指定の期限までに到達しなかった入札 

エ 所定の入札書によらない入札 

オ 入札者等の記名のない入札 

カ 件名の記載がない入札 

キ 鉛筆や消えるボールペン等の修正が可能なもので記載されたもの 

ク 封筒に入札書を２通以上入れたもの 

ケ （１）ウ①で記した「簡易書留」又は「一般書留」郵便で送付していないもの 

コ （１）ウ②で記した二重封筒にしていないもの 

サ 入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札 

シ 入札金額を訂正した入札 

ス 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 

（４）入札の延期等 

入札者が連合し又は不穏の挙動をするなどの場合であって、入札を公正に執行することがで

きない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し又はこれを取り止めることがありま
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す。 

（５）開札 

ア 開札日時 

令和８年４月１３日（月） 午前９時３０分から 

イ 開札場所 

〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 事務室 

ウ 開札に当たっての注意事項 

開札は、郵便入札のため、入札者の立会は要しません。 

（６）落札者の決定方法 

ア 有効な入札を行った者のうち、１（６）に定められた占用料の額の最低額以上であり、か

つ、最も高い占用料の額をもって入札額として申し出た者を落札者として決定します。占用

料の額は１年間における１㎡当たりの額であり、入札額として申し出た当該額の多寡を比較

するものとします。 

イ 落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きによる決定としま

す。くじ引きの方法は資料３「くじ抽選の方法について（郵便入札）」のとおりとします。 

（７）落札者決定の通知、公表 

落札者を決定したときは、落札者に対し、道路の占用の場所、落札額、入札占用計画の認定

予定日を通知します。また、ホームページに入札の実施結果（道路の占用の場所、開札結果

（落札・不調等の別）、落札者（個人の場合は「個人」とします。）、落札額）を公表します。 

（８）落札者決定の取消し 

無効の入札を行った者を落札者としていた場合、又は落札者が落札者決定後の手続を辞退し

た場合には、落札者決定を取り消します。 

（９）落札者の繰り上げ 

落札者決定を取り消した場合について、他の入札参加者を繰り上げて落札者とすることがあ

ります。 

 

７ 入札占用計画の認定 

（１）認定の公示及び通知 

落札者が提出した入札占用計画を認定した場合、入札占用計画の認定日、認定の有効期間、

道路の占用の場所及び認定を受けた入札占用計画（以下「認定入札占用計画」という。）の提

出者（個人の場合は「個人」とします。）等について、事務所に備え付けるとともに、ホーム

ページに掲載します。また、落札者に対しては、入札占用計画の認定日、認定の有効期間、占

用許可申請の手続に関する留意事項等を通知します。 

なお、交通管理者との協議の結果等を踏まえ、入札占用計画を認定するに当たっては、その

内容の修正を求めることがあります。 

（２）認定入札占用計画の変更 

災害等による道路状況の変化により入札対象施設等の構造を変更する場合、景況による需要
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の変化により占用の期間を短縮する場合等、真にやむを得ない事情により、認定入札占用計画

を変更する必要がある場合には、変更の認定を受ける必要があります。 

また、周辺の交通実態等について当初予想されなかった変化があり、交通管理者から認定入

札占用計画の変更を求められた場合に、当該計画の変更を求めることがあります。 

（３）認定の取消 

認定入札占用計画の提出者（以下「認定計画提出者」という。）に占用入札参加資格がない

ことが明らかになった場合、認定計画提出者が無効の入札を行ったことが明らかになった場合

その他認定計画提出者が詐偽その他不正な手段により認定を受けたと認められる場合には、当

該認定を取り消します。 

また、道路の管理上の事由その他公益上やむを得ない必要が生じた場合は、認定を取り消す

ことがあります。 

 

８ 道路の占用の許可 

（１）占用許可申請手続 

認定計画提出者は、当該計画に基づき、次の関係書類を添えて、次の窓口へ占用許可申請を

行ってください。 

ア 申請窓口 

〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 都市建設局 土木部 道路整備課 総務班 

電話 ０４２－７６９―８３６０ 

イ 申請書類 

① 道路占用許可申請書 

② 認定入札占用計画 

③ 入札占用計画認定通知（写し） 

④ 委任状（代理申請の場合のみ） 

⑤ その他市長が必要であると認める書類 

ウ 申請期限 

① 占用許可申請は、入札占用計画の認定日から１５日以内に行うこと。 

② 特段の理由なく、占用許可の申請手続を行わない場合は、入札占用計画の認定を取り消

すことがあります。 

（２）占用許可の条件 

ア 占用者は、法、道路法施行令、各物件の管理等について定めた法令その他の関係法令や条

例、ガイドラインその他の関係規程を遵守すること。 

イ 道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適

切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこ

と。 

ウ 占用物件の異状により、道路の構造又は交通若しくは周辺住民に影響を与え、又はそのお

それがあるときには直ちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそ
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れに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告すること。 

エ 道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷により特に道路の

構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件（電柱、電線、地下管路及びこれら物件

と一体となって機能する占用物件並びに跨道橋等）については、占用許可後、５年が経過す

る時期を基本として、道路管理者による占用物件の安全確認のため、占用物件の現状につい

て、道路管理者あて文書等により報告すること。 

オ 「暴力団排除等に関する誓約書（様式８）」に違反することとなった場合には、占用許可

を取り消すものとする。 

カ 認定有効期間が満了したときには、道路管理者の指示どおり当該占用の場所を原状回復し

なければならない。 

キ 「入札対象施設等の設置に伴い必要となる清掃その他の措置（第４号様式）」に記載した

措置を実施すること。 

※ 占用許可時には、上記の条件に加え、別紙「資料４（道路占用掘削許可条件）」に記載

されている条件を付します。また、これ以外にも、条件が追加されることがあります。 

なお、占用許可の条件に違反した場合は、占用許可を取り消すことがあります。 

（３）占用許可の期間 

認定入札占用計画に記載された期間中、占用を認めます。ただし、５年ごとに更新の手 

続が必要となり、更新に当たっては事業継続の意思確認をするとともに、当該施設が道路構造 

に支障を生じさせていないこと及び許可条件違反がないことなどを確認します。 

（４）占用料の額及び支払方法 

ア 占用料の額は、認定入札占用計画の提出者が入札において申し出た額に入札占用指針に定

められた占用面積を乗じた額とします。なお、１年の期間より短い認定入札占用計画の場合

においても、占用料の額は、実際の占用の期間に応じた入札額の減額調整は行わず、上記の

額とします。 

イ 認定有効期間中に、土地の価格の上昇等を踏まえて相模原市道路占用料徴収条例に定める

占用料の額が改定され、落札額を上回った場合には、改定後の占用料の額を適用して徴収し

ます。 

ウ 占用料の支払いは、占用を許可した日から１月以内に納入通知書により当該年度分を支払

い、次年度以降においては、毎年度、当該年度分を４月３０日までに納入通知書により支払

うものとします。なお、（４）アの後段の規定による占用の期間が翌年度以降にわたる場合

においては、年度ごとに徴収する占用料は、年度ごとの占用の期間で按分した額とします。 

エ 認定の有効期間が、１年の期間より長い場合であって、占用の開始又は終了が年度の途中

となっているときは、当該占用の開始又は終了の属する年度の占用料は、月割計算としま

す。 

また、徴収する金額が１００円未満であった場合には、これを１００円とします。 

オ 指定された期日までに占用料が納付されない場合には、法第７３条に基づき、延滞金を徴

収する場合があります。 

カ 既納の占用料は還付しません。 
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（５）権利の譲渡等 

ア 道路占用権の譲渡については、原則、一般承継の場合のみ認めるものとします。また、占

用者は、占用の場所を市長の許可なく他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。 

イ 占用者が住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を

市長に届け出なければなりません。 

 

９ その他 

（１）書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４

年法律第５１号）によるものとします。 

（２）入札占用計画の作成、提出等に要する費用は、提出者の負担とします。 

（３）提出された入札占用計画の内容変更、差し替え及び再提出は認めません。ただし、市長から

補正指示等を行う場合はこの限りではありません。 

（４）提出された入札占用計画について、提出者に無断で二次的な使用をすることはありません。

ただし、占用入札参加資格の確認のため、提出された書類及び個人情報について、交通管理者

に提供することがあります。 

（５）認定入札占用計画の内容については、相模原市情報公開条例（平成１２年相模原市条例第３

９号）に基づく開示請求があった場合は、当該占用者等の権利や競争上の地位等を害するおそ

れがないものについては、開示対象となる場合があります。 

（６）認定しなかった入札占用計画は、返却しません。 



 

資料１ 

【位置図】 

 
 
 
 
  

独立行政法人国立病院機構 
相模原病院 



 

 

【案内図】 
 

 
 

単管パイプ柵で囲まれている箇所のうち 
赤線内が占用区域（153.69 ㎡）です 



所在地 相模原市南区相模台一丁目4026番8外
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所 在 地

面積（実測）

私道の負担等
に関する事項

電 気

都市ガス

鉄 道

バ ス

まちづくり
センター

公民館

小学校

郵便局

【物件概要】

南区相模台１丁目４０２６番８　ほか３筆　の一部

１５３．６９㎡ 地　目 宅地

都市計画法等
の制限等

用途地域 近隣商業地域

建 ぺ い 率 80％ 容 積 率 200％

防火地域等 準防火地域
埋蔵文化財
包 蔵 地

埋蔵文化財包蔵地に含まれてい
ません

そ の 他 道路斜線制限、隣地斜線制限があります。

供給処理施設
の状況

可 上水道 可

可 下水道 可

病 院
国立病院機構相模原病院　約０．１ｋ
ｍ

負担の有無 無 負担の内容 -

参 考 事 項 ○敷地は更地となっており、周囲を単管パイプ柵で囲っています。

交 通 機 関
（歩行距離）

小田急線　小田急相模原駅　約１．２ｋｍ

神奈川中央交通　国立相模原病院　約０．１ｋｍ

公 共 施 設
（歩行距離）

相模台まちづくりセンター　約
０．２ｋｍ

保育園 あおいそら保育園　約０．２ｋｍ

相模台公民館　約０．２ｋｍ 中学校 相模台中学校　約０．５ｋｍ

相模台小学校　約０．３ｋｍ 消防署 麻溝台分署　約１．０ｋｍ

相模台郵便局　約０．４ｋｍ



ここは、相模原市の所有地

（道路整備予定地）です。 

整備まで一定の期間が見込ま

れるため、市が事業者を公募し、

有効活用しています。 
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くじ抽選の方法について（郵便入札） 

 

郵便入札において，落札候補者となるべき同額の入札が２者以上の場合は，次の方法によ

りくじ（抽選）で落札者を決定する。 

 

１ 入札書の「くじ番号」欄に任意の値を記入 

くじを行う場合に備えて、入札書の「くじ番号」欄にあらかじめ任意の数字「０００～９

９９」を記入する。 

なお，記入のない場合などは、書留お問い合わせ番号（１１桁）の下３桁の数字を記載し

たものとみなす。 

 

 

 

２ くじの手順 

(1) 書留お問い合わせ番号（１１桁）の下４桁の小さいものから順に「抽選番号」（０，１，

２，３，…）を付与する。 

(2) 同額入札の入札書に記載された任意の「くじ番号」を合計し、その合計額を同額入札者

の数で除算し、余りを算出する。 

(3) 上記(2)の計算結果による余りと一致した上記(1)の「抽選番号」の入札参加者を落札者

とする。 

 

【例】入札参加者３者が同額入札の場合 

(1) 書留お問い合わせ番号（１１桁）の下４桁の小さいものから順に「抽選番号」（０，

１，２，…）を付与する。 

（※下４桁が同一の数字になった場合は，下５桁目以降高い桁の数字を順次参照する。） 

 

 (2) くじ番号の和を求め，同額入札者数で除算し，余りを算出する。 

１２３(A 社)＋０７８(B社)＋３４９(C社) ＝ ５５０ 

５５０ ÷ ３(者) … 余り １ 

(3) 順位の決定 

 余りと一致したＢ社が落札者となる。 

業者名  任意のくじ番号 お問い合わせ番号  抽選番号
Ａ社 123  ***-**-**123-4 0
Ｂ社 78  ***-**-**235-3 1
Ｃ社 349  ***-**-**438-1 2

書留お問い合わせ番号（書留引受番号）は郵便追跡用に使用する番号で， 

***(３桁)-**(２桁)-*****(５桁)-*(１桁) 合計１１桁で表示された番号 

資料３ 



道路占用掘削許可条件 

 

道路の占用掘削の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 

１ 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、破損、汚損等によって美観、

交通その他道路管理上支障をきたさないこと。 

２ 工事前に必ず道路交通法(昭和３５年法律第１０５号)の規定に基づき所轄警察署長の

道路使用許可を受けること。また、所轄消防署長に道路工事等届出書を提出すること。 

３ 道路占用掘削工事着手届を着手に先だち提出し、道路占用掘削工事完成届に別途指示

した工事写真添付の上、完成後３日以内に市長に提出し検査を受けなければならない。 

４ 工事施工に際し、当該道路の道路境界や権利関係等について確認するとともに、付近

住民、地元自治会及び各学校長にあらかじめ工事概要を周知し、協力を求めたのちに着

手すること。 

５ 電線、水管、下水道管、ガス管を埋設する場合は、埋設管上に表示文字等が長期にわ

たり退色しない次の色別のビニールその他のテープに名称、管理者、埋設年、その他保

安上必要な事項について、おおむね２メートル以下の間隔で明示すること。 

 

 

 

６ 側溝等の構造物下を掘削する場合は、えぐり掘の方法によらず、構造物を一時撤去す

るか又は推進の方法で行い、撤去した構造物は埋戻転圧を確実に行ったのち原形復旧す

ること。 

７ 掘削により路面の排水を妨げない措置を講ずること。 

８ 試掘等により地下埋設物の位置を確認し、他事業管理者の埋設管が露出した場合並び

に他事業管理者の埋設管及び表示物を損傷した場合は、すみやかに当該事業管理者に連

絡し、その指示に従って措置を講ずること。 

９ 舗装道の切断は、切断機を使用すること。 

１０ 路面の復旧は、埋戻しを確実に行ったのち即日施工すること。即日施工できない場

合は、周囲の路面との段差を生じないように仮舗装を行い、又は覆工を行う等の措置を

講ずること。なお、道路を開放できない場合は、囲い、さく等保安施設を設置し、道路

の交通に著しい支障をきたすことのないようにすること。 

１１ 工事終了後は路面の清掃を行うこと。 

１２ 路面復旧の際、すでに表示されていた道路標示については、速やかに復元すること

(仮復旧の際も同様とする)。なお、道路標示はトラフィックペイント溶着で復旧のこと。 

１３ 年末に行う掘削工事は、１２月最後の開庁日から２日前(土日、祝日を含まず)まで

には開放することとし、その前日までには現場内の整理整頓を行い、車両等の通行に支

下水道管－茶色 水管－青色 ガス管－緑色 電話線－赤色 

電力線－オレンジ色 工業用水管－白色 

資料４ 



障とならないよう十分な措置を講じること。また、年始の工事は１月４日以降にかかる

こと。 

１４ 年度末、ゴールデンウィーク期間及びお盆休み期間については、混雑が予想される

場合には、交通規制を伴う工事の抑制に努めること。 

１５ 工事中の工事現場及び周辺の交通管理については、所轄警察署長からの道路使用許

可条件を遵守すること。また、交通整理、迂回路、標識の整備等について十分な措置を

講ずること。 

１６ 工事施工の際、必要な保守施設を設置するほか、工事区間の起終点に工事標示板を

設置すること。設置の方法については、「道路工事現場における保安施設の設置基準(平

成１９年４月制定)」によること。 

１７ 工事中は、保安員(交通誘導員)等を配置し、歩行者の安全確保に努めること。 

１８ 工事中、工事区域外の道路に工事用資材、掘削土砂等を置かないこと。また、工事

用資材や重機類は通行の用に供する部分及び人家の前に放置せず、その管理について十

分注意すること。 

１９ 道路の通行者が誤って工事区域内に立ち入ることがないようにフェンス等を設置す

るとともに、工事区域以外では作業を行わないこと。 

２０ 工事現場における保守施設は堅固な構造であって常時保安点検を行うほか、夜間に

あっては遠方から確認し得る照明又は反射装置を設けること。 

２１ 工事現場には監督員を配置して、工事の安全かつ円滑な実施に努めるとともに、道

路の通行者や付近住民から寄せられる問い合わせに丁寧に対応すること。 

２２ 道路の工事中又は占用に起因して道路を損傷したときは、道路を原状に回復し、又

はその損害を賠償しなければならない。この場合において、第三者に損害を与え又は第

三者から苦情があったときは、その損害を賠償又は苦情処理の措置を講ずること。 

２３ その他、工事現場の状況に応じ、必要な安全管理対策を実施し、適切な施工に努め

ること。 

２４ その他施工中疑義を生じたときは、道路管理者と協議の上処理すること。 

２５ 占用の必要がなくなったときは、占用物件の除去を行うと共に道路占用廃止届を提

出すること。なお、除去に際し、路面の復旧を伴う場合は、事前に道路占用掘削許可を

受けること。 

２６ 将来、道路管理者において占用物件の移設、除去等の必要を認めたときは、別に協

議した場合のほか、占用者の負担において施工すること。 

２７ 占用許可期間中に占用料の改正が行われた場合には、改正後の占用料を納入金額と

する。 

２８ 上記各項のほか、道路法(昭和２７年法律第１８０号)、道路法施行令(昭和２７

年政令第４７９号)等関係法令、建設工事公衆災害防止対策要綱及び相模原市道路占用規

則(昭和５４年相模原市規則第２５号)等を遵守すること。 


